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＜はじめに＞ 

 

三重県では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」（以下「過疎法」という。）に基

づき、「三重県過疎地域持続的発展方針（令和８年度～令和１２年度）」（以下「過疎方針」という。）

を策定しました。 

この「三重県過疎地域持続的発展計画（令和８年度～令和１２年度）」（以下「本計画」という。）は、

過疎方針に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、県が過疎地域の市町（全部過疎市町と一部

過疎を有する市町、特定市町村を指す。）に協力して講じようとする措置の計画として定めるものです。

計画期間および対象地域は次のとおりです。 

 

計画期間：令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間 

対象地域：津市の一部（旧美杉村）、松阪市の一部（旧飯南町・旧飯高町）、尾鷲市、鳥羽市、 

         熊野市、志摩市、伊賀市の一部（旧島ヶ原村、旧阿山町、旧大山田村、旧青山町）、 

大台町、大紀町、南伊勢町、紀北町 

※津市（旧美杉村）は、過疎法の経過措置が適用される令和９年３月３１日までが対象 

 

 

 

 

  

過疎地域等分布図 
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１ 基本的な事項 

（１）過疎地域持続的発展の基本的方針 

 過疎方針において、過疎地域の課題と新たな潮流をふまえ、過疎地域における持続可能な地域

社会の形成および地域資源等を活用した地域活力のさらなる向上が実現するよう、基本的方針を次

のとおり定めています。 

なお、計画の推進にあたっては、地域ごとの実情に留意し、県民一人ひとりが元気に、かつ安全・安

心に暮らすことができるよう、施策を展開していきます。 

 ○ 過疎法制定の理念 

国全体が人口減少社会を迎え、都市部においても、今後、人口減少と高齢化が進むことが見込

まれていることから、過疎地域、都市部ともに持続可能性の向上が課題となっています。 

令和３年４月１日に施行された過疎法においては、条件不利性の克服というこれまでの過疎対

策の基本的な考え方は維持しつつも、地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社

会の形成および地域資源等を生かした地域活力の向上が実現するよう取り組むことが理念とされ

ています。 

また、過疎地域の豊かで多様な価値観・文化、地域のつながり、地域経済循環、都市部との共

生といった価値・役割は、SDGs で示されている、持続可能性、多様性、包摂性、多様な関係者の

参画、社会・経済・環境の統合性を重視する考え方との親和性が極めて高く、過疎地域の持つ潜

在的な価値・役割を高めていくという視点も法の理念に反映されています。 

 ○ 過疎地域の価値・役割と新しい技術、新しい考え方の反映 

過疎地域は、食料・水・エネルギーの生産・供給にとどまらず、自然災害の発生の防止、生物の

多様性の確保その他の自然環境の保全、多様な文化の継承、良好な景観の形成等の多面にわた

る機能を有し、これらが発揮されることにより、県民の生活に豊かさと潤いを与え、県土の多様性を

支えているとともに、脱炭素社会の実現に向けても大きな役割を担っています。 

また、過疎地域は、自動運転サービスや「空の移動革命」などＤＸの推進に向けた先端技術活用

の実証の場としての役割も担っています。 

これら過疎地域が有する、都市部にはない自然環境、景観、生活文化、ライフスタイル等の価値・

役割は、SDGsで示されている持続可能性や多様性等の考え方と親和性が高く、過疎地域の持続

的発展は、SDGs実現のロールモデルにもなり得ます。 

このことから、過疎地域の特性を生かした教育の展開や新しい人の流れと地域とのつながりの

創出、地域社会の担い手となる人材の育成、仕事づくりの新たな展開などに加え、これまで過疎地

域にとって不利とされてきた時間や距離の制約を取り払うDXを積極的に推進するとともに、「誰一

人取り残さない」ことを理念とする SDGs の考え方を取り入れることで、過疎地域の持続可能な発

展に向けた取組を進めていきます。 

 ○ コロナ禍による価値観の変化 

コロナ禍により、人やモノの移動が制限された一方で、これまで進まなかったテレワークやオンラ

イン教育が普及し、ワーケーションや二地域居住等の新しい働き方や暮らしが注目されるなど、人

びとのライフスタイルや価値観等が大きく変化しました。 

また、空間のゆとりと可能性を持つ過疎地域は、高密度や集積のリスクを避けつつ、都市部と連

携しながら、豊かな暮らしの中でさまざまな付加価値を生み続けられる場として注目されており、こ

のような環境の変化を過疎地域発展の好機（チャンス）ととらえ、過疎対策に取り組んでいくことと
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します。 

 

（２）県の責務 

県は、過疎地域の人材の確保・育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正など過

疎地域の持続的発展のための対策について、広域的な見地からの施策を実施するものとします。 

また、県内の過疎地域の市町は、行政・財政の規模が小さく、職員数が限られているという課題が

あることから、市町相互間の連絡調整、人的・技術的援助その他必要な援助を行うとともに、過疎地

域に共通する課題の解決に向けて、市町間の広域連携を促進します。 

県境を越えて取り組むべき共通の課題や広域的な課題については、他府県との連絡調整を行うな

ど、過疎地域の市町と他府県の自治体が連携した取組を支援します。 
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（３）過疎地域の持続的発展に関する目標 

 

 

 

 

【指標】 令和 7年における過疎地域の人口 

 

【目標値】 152,000人（R7国勢調査） ＜現状値 170,998 人（R2国勢調査）＞ 

 

【目標値設定の考え方】 

○三重県人口ビジョン（令和 2年 4月時点修正）における県全体の人口の将来展望 

県外への転出超過数を毎年 608人ずつ改善するなど必要な対策を講じ、合計特殊出生率や転

出超過数が改善された場合、2060 年には県全体で 134 万人を確保できるとしており、2025 年

（令和 7年）では 169万人を確保することが見込まれています。 

 

「三重県人口ビジョン（令和 2年 4月時点修正）」より 

 

平成 27（2015）年 10月に策定した「三重県人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」という。）の将来推計では、人

口減少が進むと 2060 年時点には県全体で 120 万人まで落ち込むことをお示ししました。また、転出超過数を毎

年 280 人ずつ改善し、合計特殊出生率を 2020 年代半ばに 1.8 台に引き上げるなど必要な対策を講じ、合計特

殊出生率や転出超過数が改善された場合、2060 年には県全体では 142 万人を確保することを見込んでいまし

た。 

その後４年が経過し、2060 年の人口の将来推計に動きはありませんが、近年の転出超過の状況をふまえ、転出

超過が０になる時期をあらためて検討し、人口ビジョンの設定時期を５年後に見直すこととし、試算を行いました。そ

れによると、令和元（2019）年の県外への転出超過数 6,251 人を、毎年 608 人ずつ改善するなど必要な対策を

講じ、合計特殊出生率や転出超過数が改善された場合、2060 年には北中部地域で 117 万人、南部地域で 17

万人、県全体では 134万人を確保できることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

※以下は、現行計画（Ｒ３～７年度）における目標を掲載 

※新たな指標は、「令和１２年における過疎地域の人口」を設定。 

※新たな目標値は、令和７年度に改定を予定している「三重県人口ビジョン」における県全体の人口の

将来展望をふまえて設定します（令和８年３月の県計画最終案で設定予定）。 
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○過疎地域における人口の目標設定 

国勢調査における過疎地域の人口減少率について、県全体の増減率と比べると、H17：△6.8

ポイント、H22：△7.0ポイント、H27：△7.8ポイントと徐々にその差は大きくなっており、過疎地域の

人口減少が県全体よりもさらに加速度的に進んでいることが分かります。 

令和２年の国勢調査では、過疎地域の人口減少率は△9.7％と前回よりわずかに小さくなりまし

たが、県全体（△2.5％）と比べると、依然として△7.2ポイントの差があります。 

このトレンドから推定し、R7 での県全体の増減率との差を△7.3 ポイント（過去 3 回の平均値）

と仮定すると、過疎地域での人口増減率は△11.8％と試算され、R7 の過疎地域の人口は

150,820人（下表の上段（ ）書き）になると予想されます。 

そこで、県および市町がそれぞれの過疎計画に基づいた対策を行うことで、R７の減少率を

0.5％食い止め、△11.3％とすることを目指し、R７の過疎地域の人口を 151,675 人（152,000

人）（下表の下段下線部）とすることを目標とします。 

 

 

 平成 17年 平成 22年 平成 27年 令和 2年 令和 7年 

県
全
体 

人口 1,866,963 1,854,724 1,815,865 1,770,254 
1,690,000 

（将来展望） 

増減率 

① 
＋0.5％ △0.7％ △2.1％ △2.5％ △4.5％ 

過
疎
地
域 

人口 227,812 210,283 189,429 170,998 
（150,820） 

151,675 

増減率 

② 
△6.3％ △7.7％ △9.9％ △9.7％ 

（△11.8％） 

△11.3％ 

増減率の差 

②－① 
△6.8 △7.0 △7.8 △7.2 

（△7.3） 

△6.8 

 

 

 

 

 

（４）計画の達成状況の評価に関する事項 

本計画の達成状況の評価については、県総合計画等の指標の評価・検証を参考とするとともに、

過疎地域の人口統計および過疎対策事業実績調査等により行うものとします。 

 

  

増減率の差の平均値 △7.3 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

（１）移住・定住の促進 

事業名 事業内容 

移住促進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移住者を受け入れる態

勢の充実支援事業 

 

 

 

県外の若者と地域づくりに取り組む人びととの交流を促進するほか、

移住者や地域の方と一緒に地域づくりに取り組む人の育成により、受

入態勢を充実します。  

また、「首都圏・関西圏・中京圏」での情報発信の充実や、移住希望

者のニーズや特性に応じたモデルによるプロモーションなどに取り組み

ます。  

あわせて相談員による対応に加え、AIを活用した移住相談管理シス

テムを導入して、幅広い層への相談対応を行うとともに、全国フェアへ

の出展や他県と連携した移住プロモーション、ホームページ等での情報

発信を行い、移住促進の取組をさらに進めます。 

 

県と市町の連携を深め、移住希望者のニーズや移住促進に向けた

課題や効果的な手法等について情報共有する担当者会議や研修会を

実施します。また、東京２３区の在住者または東京圏在住で２３区への

通勤者で、三重県に移住・就職した人等を対象に、市町と連携して移

住支援金を支給します。 

 

（２）地域間交流の促進 

事業名 事業内容 

ワーケーション推進事業 

 

 

移住者を受け入れる態

勢の充実支援事業 

 

 

多様な人材が集う「賑

わい」の維持・創出事業 

ワーケーションの利用を促進するため、ワーケーション受入れ施設お

よびモデルプランを情報発信します。 

 

多様な働き方や暮らし方を可能とする二地域居住の取組を進めるこ

とにより、将来的な移住・定住の促進を視野に入れながら、都市部から

の人の流れの創出・拡大をめざします。 

 

農林水産業の作業体験等をきっかけにした、地域の魅力や課題を知

る機会を提供し、関係人口の創出につなげます。 

また、地域で活躍する人の取組を共有する機会を創出するなど、地

域や世代の垣根を超えたネットワークづくりに取り組みます。 

 

（３）多様な人材の確保・育成 

事業名 事業内容 

三重の農業若き匠の里

プロジェクト総合対策事

業 

若き農業ビジネス人材を呼び込み、育成するため、県農業大学校に

「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」を設置し、農業法人等における「雇用型イン

ターンシップ」や食品産業事業者等と連携した「フードマネジメント講
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みえ森林・林業アカデミ

ー運営事業 

 

 

 

 

 

林業担い手総合対策事

業 

 

 

林業の多様な労働力確

保対策事業 

 

 

 

漁業の担い手確保事業 

 

 

 

食の高度人材育成交流

事業 

 

 

 

 

 

地域おこし協力隊サポ

ート事業 

 

 

 

特定地域づくり支援事

業 

座」等の魅力ある育成体制を整備するとともに、求める資質を持つ入

塾者の確保を行います。 

（１）「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」設置運営事業 

（２）若き農業ビジネス人材発掘事業 

 

「みえ森林・林業アカデミー」において、次代を担う人材育成を目的

に、主に既就業者を対象とした基本コースや、今後の森林整備の推進

に重要な役割を果たす市町職員向けの講座などを実施します。 また、

高校生等の就業希望者を対象とした林業現場の体験のほか、非住宅

木造建築物の設計講座など、専門的、実践的な知識、技術向上を集中

的に行う選択講座の運営を行います。 

 

県内外において、林業への就業希望者に対する就業相談対応や林

業体験研修等を実施することで、林業事業体の就業者の確保を進めま

す。 

 

建設業等の異業種企業に対し、林業作業の理解や林業への参入意

欲を向上させるための勉強会を開催するほか、林業事業体等における

外国人技能実習生や障がい者の受入れを促進するため、セミナーの開

催や受入体制の整備等の支援を進めます。 

 

漁業への円滑な着業・定着に向け、オンライン漁師育成機関を運営

するとともに、若手・中堅漁業者を対象に、それぞれの課題に応じた専

門家派遣による個別伴走支援を実施します。 

 

県内食関連企業による出前授業や食の業界について知る交流会

等、若い世代が「食」に触れる機会を創出することで、「みえの食」の素

晴らしさや魅力を伝えるとともに、食関連産業の将来を担う人材の確

保・育成を図ります。また、地域やジャンルを超えた料理人交流を行うこ

とで、新たな気づきを誘発し、「食」を核とした地域の魅力づくりを進め

ます。 

 

都市地域から過疎地域等の条件不利地域へ移り住み、一定期間、

地域協力活動を行う地域おこし協力隊の将来的な定住・定着の促進

に向けて、隊員や隊員受入市町への研修等の開催によるサポートを展

開します。 

 

多様な働き方の促進や地域の担い手の確保に向けて、特定地域づく

り事業協同組合制度の活用に係る助言や支援を行います。 
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（４）若者や女性の県内定着の促進 

事業名 事業内容 

地域と若者の未来を拓

く学生奨学金返還支援

事業 

 

郷土を題材とした学習

活動推進事業 

 

 

 

 

人口減少対策事業 

 

 

 

 

 

ジェンダーギャップ解

消！！HAPPY☆CYCLE

プロジェクト事業 

 

 

 

働き方改革総合推進事

業 

 

 

 

 

若者・子育て世代の県

内就労総合対策事業 

若者の県内への定着の促進および県内産業の振興を図るため、県

内外の学生などが県内で居住・就業し、活躍できるよう、大学生等の奨

学金返還額の一部を助成します。 

 

郷土について誇りと愛着を感じ、将来地域で活躍する意欲と態度を

身につけることができるよう、小中学生が学校や地域の課題について

地域を学びの場とし、調査活動等、他者と協働しながら解決策を考え、

提案する学習活動を支援するとともに 、その成果を発表する実践発表

会を実施します。 

 

本県が特に課題と捉えている経済分野におけるジェンダーギャップ

の視点で課題を可視化して、改善につなげていくとともに、「三重県ジェ

ンダーギャップ解消基本戦略」に掲げる「めざす姿」の実現に向けて、

県内企業や高等教育機関、行政、県民などさまざまな主体と連携し、オ

ール三重で取り組みます。 

 

ジェンダーギャップの解消に向けて、アンコンシャス・バイアス（無意識

の思い込み）を解消し、誰もが家庭でも仕事でも活躍できる「令和モデ

ル」の社会・職場環境づくりに向けて、企業トップ・リーダー等の意識啓

発、働く女性のキャリアデザイン支援など、効果的な意識啓発・情報発

信を実施します。 

 

県内企業等における働き方改革、ワーク・ライフ・バランス向上の取組

を拡大させるため、働き方改革に取り組む企業を「みえの働き方改革

推進企業」として登録し、特に優れた取組を表彰するとともに、その取組

を横展開します。あわせて、若者等をはじめとした求職者に向けての情

報発信も行います。 

 

働き方改革に課題を抱える県内企業等に対して、専門家派遣等の個

別支援を行います。 
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３ 農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興および観光の開発 

（１）農林水産業の振興 

事業名 事業内容 

① 農業の振興 

三重の農業若き匠の里

プロジェクト総合対策事

業【再掲】 

 

 

 

 

 

戦略的ブランド化推進

事業 

 

 

みえフードイノベーション

総合推進事業 

 

 

国補公共事業（県営中

山間地域総合整備事

業） 

 

 

中山間地域等直接支

払事業 

 

 

 

地域資源活用型ビジネ

ス展開事業 

 

 

 

 

 

多面的機能支払事業 

 

 

 

若き農業ビジネス人材を呼び込み、育成するため、県農業大学校に

「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」を設置し、農業法人等における「雇用型イン

ターンシップ」や食品産業事業者等と連携した「フードマネジメント講

座」等の魅力ある育成体制を整備するとともに、求める資質を持つ入

塾者の確保を行います。 

（１）「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」設置運営事業 

（２）若き農業ビジネス人材発掘事業 

 

特に優れた県産品とその事業者を三重ブランドとして認定し情報発

信することや、自らの商品のブランド化をめざす事業者を支援すること

で、県産農林水産物のブランド力向上や県のイメージアップを図ります。 

 

農林水産資源を活用して、生産者や食品産業事業者等、多様な主

体の知恵や技術を結集し融合することにより、新たな商品やサービスを

革新的に生み出す仕組みづくりを推進します。 

 

自然的、社会的、経済的諸条件に恵まれない中山間地域における農

業・農村の活性化を図るため、地域の特性に応じた生産および生活環

境の基盤を総合的に整備し、地域の立地条件に適応した活力ある農

業の確立と快適で住みよい農村づくりを行います。 

 

耕作放棄地の増加等により、多面的機能の低下が特に懸念されて

いる中山間地域等において、農業生産活動等の維持を図りつつ多面

的機能を確保する観点から、平坦地域との生産条件の不利性を補正

する支援を行います。 

 

地域の豊かな資源を活用して魅力ある産品やサービスを提供する

「地域資源活用ビジネス」に取り組むことができる人材の育成や、地域

内の農林漁業体験や宿泊などの取組を発掘、連携させ、地域の特徴を

生かした新たな農山漁村ビジネスを創出することができる組織づくり、

情報発信による支援などを行い、地域の雇用の場や所得機会を確保

し、農山漁村地域への交流人口拡大をめざします。 

 

農業・農村が有する、国土保全、水源かん養、景観形成等の多面的

機能の発揮に向け、地域資源（農地、農業用水路、農道等）の維持保

全活動、生態系の保全活動、景観形成活動、農業用施設等の長寿命
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獣害につよい地域づく

り推進事業 

 

 

獣害対策推進体制強

化事業 

 

 

② 林業の振興 

「もっと県産材を使お

う」推進事業 

 

 

 

 

（国補公共事業）造林

事業 

 

 

（県単公共事業）県単

造林事業 

 

 

新たな森林経営管理体

制支援事業 

 

 

 

③ 水産業の振興 

「シン層飼育」による持

続可能な魚類養殖の実

証事業 

 

 

 

遺伝情報を活用した育

種による養殖の成長産

業化事業 

化のための補修活動に取り組む地域の共同活動を支援します。 

 

集落ぐるみの被害防止対策や有害鳥獣捕獲の取組を推進するた

め、鳥獣被害防止施設の整備や捕獲活動等を支援し、被害の軽減を

図ります。 

 

集落ぐるみによる獣害対策を推進するための体制づくりや、地域にお

いて獣害対策を先導する人材の育成を行うとともに、効果的に被害対

策を行うための新技術の開発・実証や捕獲力強化を行います。 

 

 

県産材の利用を増やし、森林資源の循環利用を実現するため、合法

性が証明され、一定の規格基準を満たす製材品である「三重の木」認

証材をはじめとする県産材の情報発信・販路開拓等に取り組むととも

に、木造非住宅建築物の設計や木材調達を支援するなど県産材の利

用拡大を図ります。 

 

森林の有する多面的機能の維持・増進や持続的林業生産活動等の

推進を図るため、植栽、下刈、間伐、枝打ちなどの森林整備や、獣害防

護柵、森林作業道の整備等を支援します。 

 

森林の有する多面的機能の維持・増進や持続的林業生産活動等の

推進を図るため、国庫補助事業を補完し、植栽、下刈、間伐、枝打ちな

どの森林整備や、獣害防護柵、森林作業道の整備等を支援します。 

 

市町における森林経営管理制度の取組や森林環境譲与税等を活

用した森林整備がこれまで以上に進むよう、「みえ森林経営管理支援

センター」を通じた市町の業務推進への支援や、成長が早く花粉の少

ないスギ・ヒノキの種子の生産体制の強化等に取り組みます。 

 

 

海洋環境の変化に伴い増加する魚病被害の軽減や生産コストの削

減、新たな漁場開拓が期待される「シン層飼育」（深い水深層、新しい

水深層での飼育）の県内での普及に向け、県内モデル地区において浮

沈式いけすを導入し、飼育試験に取り組み、「シン層飼育」の効果を実

証します。 

 

近年急速に進む高水温化等により生産量の減少が問題となってい

る真珠、青さのりおよびマハタ養殖において成長産業化を実現するた

め、遺伝情報を活用した育種に取り組みます。 
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漁業の担い手確保事業

【再掲】 

 

 

国補公共事業（県営水

産物供給基盤機能保

全事業、県営漁港施設

機能強化事業、県営水

産生産基盤整備事業） 

 

内水面水産資源の回復

促進事業 

 

漁業への円滑な着業・定着に向け、オンライン漁師育成機関を運営

するとともに、若手・中堅漁業者を対象に、それぞれの課題に応じた専

門家派遣による個別伴走支援を実施します。 

 

漁港施設の耐震・耐津波対策や老朽化が進む漁港施設の長寿命化

のための機能保全計画に基づき、計画的な機能保全を行います。 

 

 

 

 

漁業者のみならず、広く一般に水産動物の採捕の機会やレクリエー

ションの場となっている内水面域において、遊漁者の増加を図るととも

に、大きな被害が続いているカワウによるアユ等の県内内水面水産資

源の食害防止対策を強化し、内水面水産資源の早期回復、漁場環境

の再生を図ります。 

 

（２）商工業の振興 

事業名 事業内容 

① 地域資源活用によ

る新事業の創出 

中小企業特定支援等

委託事業 

 

 

中小企業支援センター

等事業費補助金 

 

 

 

 

伝統産業・地場産業の

新たな市場開拓促進事

業 

 

 

② 商業機能等地域課

題への取組 

生産性向上・業態転換

支援補助金 

 

 

 

製品の高付加価値化や、販路拡大、業務プロセス改善等による生産

性向上など中小企業・小規模企業が直面する課題を乗り越えるため、

企業調査やマッチング支援など企業ニーズに応じた支援を行います。 

 

中小企業の製品やサービスの高付加価値化や経営資源を強化し、

経営革新等の取組の促進や新事業創出を支援するため、中小企業の

多様なニーズや課題に対応して、施策情報、診断・助言、取引あっせん

等の支援策を企業の実態やニーズをふまえて行うワンストップサービス

型の支援を行います。 

 

伝統産業・地場産業の魅力を最大限活かしつつ、現代のライフスタイ

ルや消費者ニーズに合った新たな価値を創出するため、商品開発や販

路開拓の支援に取り組むとともに、県内の優れた商品の魅力を発信し

ます。 

 

 

 

中小企業・小規模企業の生産性向上を促進し、賃上げにつなげるた

め、エネルギー価格高騰等や人手不足の影響を緩和するための施設・

設備の省エネルギー化・効率化や自己消費型再生エネルギー機器の
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導入などの経営向上の取組を支援します。 

 

（３）企業立地の促進 

事業名 事業内容 

県内投資促進事業 

 

地域経済の活性化や雇用機会の創出を図るため、マイレージ制度を

取り入れた企業投資促進制度を活用し、成長産業、スマート工場化、マ

ザー工場化、研究開発施設、外資系企業の拠点などに関する県内投資

や、情報サービス業やデータセンターなどの投資を支援します。 

また、投資環境の条件が不利な県南部地域においては、地域資源を

活用した産業への投資を支援します。さらに、県内中堅・中小企業のも

のづくり基盤技術の高度化や付加価値の高いサービスを提供する集

客・交流施設の整備に係る投資を支援します。 

 

（４）情報通信産業の振興 

事業名 事業内容 

ＤＸ人材育成推進事業 

 

 

 

 

 

 

県内投資促進事業【再

掲】 

 

経営者の意識改革や業務担当者の知識・スキルの向上を目的とし

た研修等を実施し、事業者の意識啓発を図りながらＤＸ人材の育成に

取り組みます。 

また、「みえＤＸ推進ラボ」を中心とした産学官の連携により、ＩＣＴや

データを活用するプロジェクトの創出や支援を行い、地域課題の解決に

取り組みます。 

 

地域経済の活性化や雇用機会の創出を図るため、マイレージ制度を

取り入れた企業投資促進制度を活用し、成長産業、スマート工場化、マ

ザー工場化、研究開発施設、外資系企業の拠点などに関する県内投資

や、情報サービス業やデータセンターなどの投資を支援します。 

また、投資環境の条件が不利な県南部地域においては、地域資源を

活用した産業への投資を支援します。さらに、県内中堅・中小企業のも

のづくり基盤技術の高度化や付加価値の高いサービスを提供する集

客・交流施設の整備に係る投資を支援します。 

 

（５）中小企業の育成および起業の促進 

事業名 事業内容 

みえ中小企業・小規模

企業振興推進協議会

事業 

 

 

 

地域の実情に応じた中小企業・小規模企業振興を具体的かつ計画

的に推進するため、県内５地域に設置した「みえ中小企業・小規模企業

振興推進協議会」において、中小企業・小規模企業の振興や中小企

業・小規模企業が抱える課題の把握および解決策の検討等を行いま

す。 
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事業承継支援総合対

策事業 

 

中小企業・小規模企業の後継者難による廃業を食い止めるため、関

係機関によるネットワーク構築、事業承継を予定している事業者への資

金繰り支援を行います。 

 

（６）観光振興 

事業名 事業内容 

滞在型観光推進事業 

 

 

 

観光産業支援事業 

 

 

 

 

大都市圏プロモーション

事業 

 

 

 

高付加価値旅行者層

誘致促進事業 

 

 

 

 

観光客受入環境整備

事業 

 

 

農山漁村インバウンド

受入加速化事業 

 

 

 

 

自然公園利用促進事

業 

 

 

県内市町、観光協会、DMO等による滞在型の観光コンテンツの磨き

上げや提供・販売体制の構築、地域ブランディングに向けた取組を支

援することで滞在型観光を推進します。 

 

観光産業が抱える生産性の低さや人材不足等の課題解決に向け、

セミナーやコンサルティング等の実施により、観光事業者の生産性向上

や人材確保・育成・定着を支援するほか、県内観光産業の魅力を広く

情報発信し、観光産業の持続性を高めます。 

 

三重県が観光地として選ばれ、観光入込客数および観光消費額の

増加につなげていくため、三重県の強みを生かした首都圏等大都市圏

へのプロモーション等、県内誘客・周遊促進に向けた取組を実施しま

す。 

 

海外からの高付加価値旅行者を誘致するため、レップ（営業代理

人）によるプロモーションや商談会参加による旅行会社へのセールスを

行うとともに、福利厚生旅行等の誘致に向けて観光セミナーや旅行会

社の招請を実施します。また、奈良県、和歌山県等と連携し、紀伊半島

として広域での高付加価値旅行者の誘致に取り組みます。 

 

国内外の旅行者が快適に滞在できる環境を整えるため、バリアフリ

ー観光の推進や観光ガイドの育成、宿泊施設の誘致など受入れ環境

の充実に取り組みます。 

 

農山漁村地域における、訪日個人旅行者に満足度の高い体験プロ

グラム等の開発を行い、農山漁村地域の強みを生かした観光コンテン

ツを増やすことで、訪日個人旅行者の三重県における滞在価値の向上

と周遊促進を図り、農山漁村地域における持続的な収益の確保、地域

の雇用創出につなげます。 

 

県内の優れた自然の風景地を県民の資産として継承するため、自然

公園施設等の適正な維持管理を行うとともに、自然公園施設等を活用

して森林教育や自然公園内における地域資源の保全・活用に取り組み

ます。 
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農泊の推進・レベルアッ

プ事業 

 

 

 

Ｅａｓｙ Ａｃｃｅｓｓ ｔｏ 東

紀州！プロジェクト推進

事業 

 

 

 

熊野古道活用促進事

業 

 

農泊（農山漁村滞在型旅行）の持つストレス軽減や幸福度向上など

の癒し効果を活用し、企業の福利厚生や研修の場としての利用を図る

ことや情報発信に取り組むことで、農山漁村地域への誘客促進や農山

漁村地域における所得拡大と雇用の確保につなげます。 

 

熊野古道への来訪時における二次交通の利便性向上や、和歌山県

等との広域連携による観光インフラ整備に取り組むとともに、（一社）東

紀州地域振興公社等と連携し、外国人旅行者を含む誘客促進や、東

紀州地域の資源を生かした体験型コンテンツの造成等に取り組みま

す。 

 

熊野古道伊勢路の保全活動および伊勢路全体を安全・安心・快適

に歩くための案内標識等の観光インフラ整備に対する支援、伊勢路の

価値や魅力を発信するプロモーション等に取り組みます。 

 

（７）雇用機会の拡充 

事業名 事業内容 

Ｕ・Ｉターン就職支援事

業、若者の地域還流・定

着促進支援事業 

 

 

 

 

おしごと広場みえ運営

事業 

 

 

 

民間職業訓練支援事

業 

 

ジェンダーギャップ解

消！！HAPPY☆CYCLE

プロジェクト事業【再

掲】 

 

 

働き方改革総合推進事

業【再掲】 

Ｕ・Ｉターン就職を促進するため、就職支援協定締結大学と連携しな

がら、県内の企業情報やインターンシップ情報の発信等に取り組むとと

もに、若者に選ばれる企業づくりを支援するため、県内企業に対してイ

ンターンシッププログラムの作成支援や採用力強化セミナーを開催しま

す。また、インターンシップに参加した若者等が作成するコンテンツを

SNSに投稿し、県内企業の情報等を発信します。 

 

若年求職者、大学生等の安定した就労や職場定着を図るため、三重

労働局等と連携し、「おしごと広場みえ」を拠点として、オンラインを活用

しながら就職相談や各種セミナー等を実施するなど総合的な就労支援

サービスを提供します。 

 

中小企業事業主等が設置する職業能力開発施設において実施され

る従業員等に対する職業訓練について、その経費の一部を助成します。 

 

ジェンダーギャップの解消に向けて、アンコンシャス・バイアス（無意識

の思い込み）を解消し、誰もが家庭でも仕事でも活躍できる「令和モデ

ル」の社会・職場環境づくりに向けて、企業トップ・リーダー等の意識啓

発、働く女性のキャリアデザイン支援など、効果的な意識啓発・情報発

信を実施します。 

 

県内企業等における働き方改革、ワーク・ライフ・バランス向上の取組

を拡大させるため、働き方改革に取り組む企業を「みえの働き方改革
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若者・子育て世代の県

内就労総合対策事業 

 

 

 

障がい者雇用ステップ

アップ推進事業 

 

 

 

 

就職氷河期世代再チャ

レンジ応援緊急対策事

業 

 

 

 

シルバー人材センター

促進事業 

 

推進企業」として登録し、特に優れた取組を表彰するとともに、その取組

を横展開します。あわせて、若者等をはじめとした求職者に向けての情

報発信も行います。 

 

県内外の若者等の県内企業への就労促進を図り、県内定着につな

げるため、地域の関係機関等が一体となり、若者・子育て世代にとって

魅力のある働く場づくりや非正規社員の正社員への転換促進などに取

り組みます。 

 

県内企業の障がい者雇用を促進するため、優良事例の普及・啓発、

支援制度の周知、職場定着の推進に向けた企業の人材育成などの取

組を進めます。また、障がい者と共に働く飲食店および企業に関する理

解の促進や、障がい者雇用に関する企業間ネットワークの支援などに

取り組みます。 

 

就職氷河期世代を中心とした中高年世代の安定した就労につなげ

るため、正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働く人や

長期無業状態にある人を対象に、関係機関と連携しながら、相談から

就職に至るまでの切れ目のない支援を実施するとともに、就労体験や

訓練の受入れ先となる企業等の開拓に取り組みます。 

 

高年齢者に対して、多様な就業機会を提供するシルバー人材センタ

ーの育成強化を通じて、高年齢者の就業機会の確保と生きがいの充実

を図ります。 
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４ デジタル社会の推進 

（１）社会全体のＤＸの推進 

事業名 事業内容 

みえＤＸセンター関連事

業 

 

 

 

 

ＤＸ人材育成推進事業

【再掲】 

 

 

 

 

 

スタートアップ支援事業 

 

 

 

 

空の移動革命促進事業 

 

 

 

 

 

地域における移動手段

の確保に向けた総合対

策事業 

 

 

 

 

 

 

へき地におけるオンライ

ン診療等体制整備事業 

 

 

デジタルの得意・不得意にかかわらず、それぞれが自分事としてＤＸ

を捉え、行動に移してもらえるよう、ＤＸを牽引する専門家や企業と連携

した「みえＤＸセンター」の取組を通して、県民の皆さんや事業者、市町・

県庁各部局がＤＸに取り組む「第一歩」を踏み出すことを応援し、社会

におけるＤＸの推進を図ります。 

 

経営者の意識改革や業務担当者の知識・スキルの向上を目的とし

た研修等を実施し、事業者の意識啓発を図りながらDX人材の育成に

取り組みます。 

また、「みえＤＸ推進ラボ」を中心とした産学官の連携により、ＩＣＴや

データを活用するプロジェクトの創出や支援を行い、地域課題の解決に

取り組みます。 

 

創業・第二創業（スタートアップ）を促進するため、先輩起業家や三

重県ゆかりのクリエイティブ人材等のネットワークを活用した支援によ

り、スタートアップの育成が自律的・継続的に行われる生態系「とこわか

ＭＩＥスタートアップエコシステム」を構築します。 

 

三重県が抱える交通や観光、防災、生活等のさまざまな地域課題を

解決し、地域における生活の質の維持・向上と新たなビジネスの創出を

図るため、民間事業者による実証実験を通じた事業化や、県内事業者

による「空飛ぶクルマ」やドローンを活用した将来的なビジネスの展開

を促進します。 

 

地域における高齢者や若者等の移動手段の確保を図るため、市町

の効果的な交通施策立案に向けた伴走型支援を行うとともに、地域の

実情に応じて市町が交通空白地等で実施するデマンド交通や公共ライ

ドシェア等の新たな移動サービスの導入を調査から実証、定着まで切

れ目なく支援します。 

運転士不足への対応や新技術を活用した移動サービスの導入のた

め、自動運転レベル４の運行を見据えた公道での実証運行など、市町

が実施する自動運転の取組を支援します。 

 

へき地におけるオンライン診療やICTを活用した診療支援の仕組み

の導入を進める市町等を支援します。 
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GIGAスクール構想支

援体制整備事業 

公立学校情報機器整

備基金 

 

各県立学校において、情報教育を一層充実させるとともに、情報機

器を活用した学びの質の維持・向上を図ることにより、新しい時代に必

要とされる生徒の資質・能力の伸長を図り、社会の変化に対応できる

人づくりを推進します。 

高校生が希望する進路を実現できるよう、地域にある唯一の高校や

小規模校等を対象に、ＩＣＴを活用して多様で専門性の高い教科・科目

の授業を遠隔で配信していく予定です。令和７年度から令和８年度に

かけては、県総合教育センター内への遠隔授業配信センターの整備や

先進自治体の取組についての調査・研究および県立学校へのテスト配

信等の準備を進め、令和９年度からは本格的に遠隔授業の配信に取り

組みます。 

また公立小中学校においても、１人１台端末、電子黒板等の大型提

示装置や無線LAN環境の整備等、ICT環境整備に関する市町の取組

を支援します。さらに、１人１台端末等を用いた効果的な指導方法の充

実を図るため、先進校視察やICT活用研修を実施することで、学校に

おけるICTの効果的な活用を進め、「個別最適な学び」と「協働的な学

び」を一体的に充実させた、主体的・対話的で深い学びの実現をめざ

します。 

 

（２）デジタル社会のインフラの整備 

事業名 事業内容 

５Gエリア拡大に向けた

取組 

 

 

不通話地域の解消に向

けた取組 

 

防災行政無線施設共

用の取組 

県ホームページ上に公開している県が保有する資産（土地、建物な

ど）情報を更新し、携帯電話事業者が５Ｇ基地局を開設しやすくなるよ

う推進します。 

 

市町と連携し、携帯電話事業者に対して独自整備の要望活動を行

い、不通話地域の解消を推進します。 

 

県の防災行政無線で使用する中継所建屋や鉄塔等の施設を市町

の防災行政無線や消防救急無線と共用することで、市町の整備コスト

の低減を図ることができることから、これらの無線に対して、整備の際の

施設共用などの協力を行います。 
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５ 交通施設の整備および住民の日常的な移動のための交通手段の確保 

（１）高規格道路および直轄国道の整備 

事業名 事業内容 

直轄道路事業負担金 

 

 

平常時・災害時を問わない安定的な物流・人流を確保・活性化する

ため主要な都市間交通はもとより、空港・港湾等の拠点へアクセスする

交通を支えるなど、総合交通体系の基盤として、国が高規格道路およ

び直轄国道において整備を進める道路事業について、道路法等の規

定に従い、費用の一部を負担します。 

 

（２）県管理道路および市町道の整備 

事業名 事業内容 

国補道路改築 

 

 

 

 

道路整備交付金事業

（社会資本） 

 

 

道路整備交付金事業

（広域連携） 

 

 

道路整備交付金事業

（防災・安全交付金） 

 

道路維持交付金事業 

 

 

国補地区内連携交通

安全対策事業（道路整

備） 

 

踏切道改良計画事業

（道路整備） 

 

県単道路改築 

 

主要な都市や重要な港湾等と連絡し、経済活動や地域間の連携交

流を支える規格の高い幹線道路として、高規格道路の整備を行いま

す。また、完成年度が公表されている高規格道路ＩＣへの一次アクセス

道路について整備を進めます。 

 

道路に対するさまざまな地域課題に対応するため、計画的に未改良

区間の改良や混雑区間の解消を行うなど、効率的な道路ネットワーク

の整備を進めます。 

 

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を核とした広域的な交流の促

進と地域の活性化を図るため、広域的な道路ネットワークを整備しま

す。 

 

地域住民の命と暮らしを守るため、計画的に未改良区間の改良、通

学路の交通安全対策、橋梁の耐震対策を進めます。 

 

歩行者をはじめ道路利用者が安全に安心して道路を利用できるよ

う、歩道整備や交差点改良、視距改良等の整備を実施します。 

 

一定の地区内の交通安全に関する課題に対して、関係機関と連携

し、交通安全対策を進めます。 

 

 

踏切道における交通事故の防止および交通の円滑化のため、鉄道

事業者と連携し、対策を進めます。 

 

道路に対するさまざまな地域課題に対応するため、未改良区間の改

良、混雑区間の解消を行うなど、効率的な道路のネットワークの整備を
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地方道路整備（改築）

事業 

 

 

 

県単道路交通安全対

策（交通安全対策） 

進めます。 

 

道路幅員狭小、線形不良など緊急に対応が必要な県管理道路の整

備や橋梁の耐震対策を行うことにより、地域の実情に即した道路整備

を実施するため、早期に事業効果が発現できる部分的な改良など柔軟

な手法を取り入れた整備にも取り組みます。 

 

歩行者をはじめ道路利用者が安全に安心して道路を利用できるよ

う、歩道整備や交差点改良、視距改良等の整備を実施します。 

○県管理道路および市町道の整備にあたっては、住民の日常的な移動のための交通手段の確保

を図り、過疎地域とその他の地域および過疎地域内の交通の機能の確保、地域間の交流・連携

の促進および地域生活の利便性の向上、安全性の確保をめざします。 

○市町道については、地域振興等のための基幹的な路線のうち緊急性等を勘案し代行制度の活

用を図ります。 

 

（３）農道、林道、漁港関連道の整備 

事業名 事業内容 

国補公共事業（命と暮

らしを守る農道保全対

策事業） 

 

 

 

 

（国補公共事業）林道

事業 

 

 

 

（県単公共事業）県単

林道事業 

 

災害時における緊急避難路および物資の輸送路を確保するため、基

幹となる農道等について、老朽化した路面および法面の保全対策や安

全対策を実施します。  

１ 広域農道（保全対策） 

２ 基幹農道（保全対策） 

３ 一般農道（保全対策） 

 

林産物の安定供給を推進するとともに、森林の適正な維持管理によ

り公益的機能を高度に発揮させるため、基幹施設である林道の整備を

実施します。また、災害時に市町道等の代替路となる林道の開設、改良

を実施します。 

 

森林施業の集約化、流通の合理化、需要に応じた供給体制を構築す

るために林道等の基盤を整備し、森林の整備と間伐材の利用促進を図

るとともに、災害に強い森林づくりを促進します。   

 

（４）地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保 

事業名 事業内容 

離島航路支援事業 

 

 

 

離島航路事業の維持・改善を図り、離島地域の振興および住民の生

活の安定に資するため、離島航路事業者に対し、離島航路整備事業補

助金を交付します。 
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地域における移動手段

の確保に向けた総合対

策事業【一部再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方バス路線維持確保

事業 

 

 

 

地域における高齢者や若者等の移動手段の確保を図るため、市町

の効果的な交通施策立案に向けた伴走型支援を行うとともに、地域の

実情に応じて市町が交通空白地等で実施するデマンド交通や公共ライ

ドシェア等の新たな移動サービスの導入を調査から実証、定着まで切

れ目なく支援します。 

運転士不足への対応や新技術を活用した移動サービスの導入のた

め、自動運転レベル４の運行を見据えた公道での実証運行など、市町

が実施する自動運転の取組を支援します。 

また、運転士就職イベントへ交通事業者と共同出展するとともに、二

種免許取得費用や誰もが働きやすい職場環境づくりへの支援など交

通事業者の運転士確保の取組を支援します。 

 

地域間を結ぶ幹線バスの運行経費等に国と協調して補助するほか、

利用者が減少して交通事業者単独では維持が困難となることが懸念

されるバス路線について、さらなる利用促進へ向けて利便性向上に取

り組むとともに、交通事業者、沿線市町、国と路線のあり方等について

検討します。 
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６ 生活環境の整備 

（１）住宅および水の確保 

事業名 事業内容 

生活基盤施設耐震化

等補助金 

 

 

空き家対策支援事業 

 

市町等が行う水道施設の耐震化の取組や老朽化対策および水道

事業の広域化の取組を支援することにより、県民生活の基盤を強化し、

公衆衛生の向上と生活環境の改善を図ります。 

 

地域の住環境に深刻な影響を及ぼしている危険な空き家（特定空

家等）で所有者が不明なものを市町が行政代執行（略式）により除却

する際や危険な空き家（特定空家等）を自主的に除却する方に対して

市町が補助を行う際に、費用の一部を支援します。また、利活用が可能

な空き家については、移住や定住のための住宅や地域活性化に資する

施設として利活用するためのリフォーム工事に市町が補助を行う際に、

費用の一部を支援することで、既存住宅ストックの活用を促進します。 

 

（２）生活排水および廃棄物の処理 

事業名 事業内容 

浄化槽設置促進事業

補助金 

 

 

 

「ごみゼロ社会」実現推

進事業 

 

 

 

下水道の終末処理施設と同等の処理能力を有する浄化槽につい

て、設置者に補助を行う市町および浄化槽を設置し維持管理を行う市

町に対し助成を行い、生活排水処理施設の整備率の向上、水環境の

保全を図ります。 

 

市町等が設置する一般廃棄物処理施設の円滑な整備および適正な

維持管理を図るため、国の交付金等の活用に向けた技術的支援や助

言などに取り組みます。 

さらに市町等と連携して中長期における持続可能な適正処理の確

保に向けたごみ処理広域化・集約化の検討を進めます。 

 

（３）消防力の強化 

事業名 事業内容 

消防行政指導事業 

 

 

 

 

 

防災ヘリコプター運航

管理 

機能別消防団員制度の導入や女性消防団員の加入促進に取り組

む市町を支援するとともに、三重県消防協会の活動を支援するなど、消

防団の充実強化に取り組みます。また、県内消防本部の相互応援や緊

急消防援助隊との連携強化、消防の広域化および連携・協力の取組を

支援するなど、消防体制の強化に取り組みます。 

 

防災ヘリコプターを救急救助活動、災害応急活動等に活用し、本県

の消防防災体制の強化を図ります。 

また、航空機の効果的な運用ができるよう関係機関と連携していきま
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す。 

 

（４）防災力の強化 

事業名 事業内容 

地域減災対策推進事

業 

 

 

 

 

 

地域防災力向上支援

事業 

 

 

国補道路メンテナンス

事業（道路整備） 

 

国補道路メンテナンス

事業（道路維持） 

 

道路整備交付金事業

（社会資本）【再掲】 

 

 

道路整備交付金事業

（防災・安全交付金）

【再掲】 

 

国補土砂対策事業（道

路整備） 

 

国補土砂対策事業（道

路維持） 

 

地方道路整備（改築）

事業【再掲】 

 

 

 

南海トラフ地震や頻発する風水害から県民の生命を守るため、津波

避難施設の整備や、避難者の生活環境の質の向上、多様性に配慮し

た避難所運営など、住民の迅速な避難行動につながる取組を支援しま

す。 

また、孤立地域の発生を想定し、通信・連絡体制の整備や、必要な資

機材等の備蓄などの対策に取り組む市町を支援します。 

 

地域防災力の向上を図るため、地域防災の重要な担い手である自

主防災組織の活動を支援するとともに、地域による地区防災計画の作

成を支援します。 

 

災害発生時に災害対応を迅速かつ効果的に実施するため、橋梁修

繕と合わせて、緊急輸送道路等の橋梁の耐震対策を進めます。 

 

道路の安全・安心な通行を確保するため、橋梁をはじめ道路施設の

点検と、点検結果に基づく道路施設の修繕を実施します。 

 

道路に対するさまざまな地域課題に対応するため、計画的に未改良

区間の改良や混雑区間の解消を行うなど、効率的な道路ネットワーク

の整備を進めます。 

 

地域住民の命と暮らしを守るため、計画的に未改良区間の改良、通

学路の交通安全対策、橋梁の耐震対策を進めます。 

  

 

土砂災害の発生による道路交通の寸断を防ぐため、砂防事業と連

携して土砂災害対策を進めます。 

 

道路法面の崩落や落石などの災害を未然に防止し、道路を安全・安

心に通行できるよう対策を実施します。 

 

道路幅員狭小、線形不良など緊急に対応が必要な県管理道路の整

備や橋梁の耐震対策を行うことにより、地域の実情に即した道路整備

を実施するため、早期に事業効果が発現できる部分的な改良など柔軟

な手法を取り入れた整備にも取り組みます。 
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道路維持交付金事業

（災害防除） 

道路法面の崩落や落石などの災害を未然に防止し、道路を安全・安

心に通行できるよう対策を実施します。 

  ○道路の防災力の強化にあたっては、住民の日常的な移動のための交通手段の確保を図り、過疎

地域とその他の地域および過疎地域内の交通の機能の確保、地域間の交流・連携の促進および

地域生活の利便性の向上、安全性の確保をめざします。また、孤立地域の発生を未然に防止する

こと、円滑かつ確実な復旧・復興をめざします。 

 

（５）防災文化の醸成、地域防災ネットワークの活性化 

事業名 事業内容 

防災教育推進支援事

業 

 

 

地域防災力向上支援

事業 

 

「みえ防災・減災センタ

ー」事業 

 

子どもたちが災害発生時に適切な判断・行動ができる力を身につ

け、学んだ内容を家庭でも共有できるよう、防災ノートを効果的に組み

合わせた防災学習を推進します。 

 

地震体験車の派遣や防災技術指導員による防災講話等により、県

民の防災意識の醸成を図ります。 

 

「みえ防災・減災センター」において、防災人材の育成・活用や、シン

ポジウム・研修会、みえ防災・減災アーカイブ等を活用して県民の防災

意識の醸成を図るとともに、センターの持つハブ機能、シンクタンク機能

を活用して企業や市町・自主防災組織等の活動を支援します。 

また、若年層の防災意識の向上を図るため、地域の防災活動に主体

的に取り組む「みえ学生防災啓発サポーター」として県内の学生を育

成するとともに、サポーターが自らの活動を情報発信することにより、地

域の防災活動への若者の参画を促進します。 

  



24 

 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上および増進 

（１）子どもの豊かで健やかな育ちを支える環境の確保 

事業名 事業内容 

私立幼稚園等振興補

助金 

 

 

認定こども園等整備事

業 

 

 

放課後児童対策事業

費補助金 

 

 

出産・育児まるっとサポ

ートみえ推進事業 

 

 

子どもの育ちの推進事

業 

 

 

 

みえ子ども・子育て応援

総合補助金 

 

 

市町少子化対策交付

金 

 

みえの出逢い支援事業 

 

 

 

不妊相談・治療支援事

業 

 

 

 

私立幼稚園や認定こども園に対して、幼児教育の水準の維持向上

および幼稚園等の経営基盤の安定化等を図ります。また、幼稚園教諭

の処遇改善に取り組みます。 

 

認定こども園の施設整備を行うとともに、教育の質の向上を図るた

めの研修を実施します。また、認定こども園や幼稚園において、質の高

い環境で子どもを安心して育てることができる体制の整備を図ります。 

 

保護者が昼間家庭にいない小学生の健全な育成を図り、適切な遊

びや生活の場を確保するため、放課後児童クラブの設置や運営への支

援を行います。 

 

妊娠出産期から思春期までのライフステージに応じた母子保健のさ

まざまな課題に対して、切れ目のない支援を推進することにより、親と子

が健やかに暮らせる地域づくりについて支援します。 

 

「子どもの育ちへの支援」「子育て家庭への支援」など、県の基本的

な子ども施策について定めた５か年計画「ありのままでみえっこプラン」

の進捗管理を行い、妊娠から出産・子育てまでの切れ目のない支援に

取り組みます。 

 

子どもや子育て家庭を支援するため、市町が地域の実情や社会資

源に合わせて工夫を凝らして実施する独自事業に対して補助を行いま

す。 

 

国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、市町が実施する少

子化対策に向けた取組を支援します。 

 

みえ出逢いサポートセンターを中心に、結婚を望む人のニーズに応じ

たきめ細かな情報提供や相談対応に取り組むとともに、市町や出会い

応援団体と連携し、地域における出会いの機会の創出を図ります。 

 

保険適用後の不妊治療への県独自の助成制度により、経済的負担

の軽減に取り組みます。また、「不妊専門相談センター」における相談対

応や情報提供に加え、身近な地域での相談支援が可能となる体制を

整備します。さらに、不妊治療と仕事の両立に向けて、当事者が働きや

すい体制整備を行います。 
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児童虐待法的対応推

進事業 

 

 

 

市町児童相談体制支

援推進事業 

 

 

家族再生・自立支援事

業 

 

 

保育対策総合支援事

業費補助金 

 

児童虐待対応力の強化を図るため、令和７年２月に策定した「三重

県児童相談所職員人材育成計画」に基づき、児童相談所職員等の専

門性の向上を図るとともに、ＳＮＳを活用し、子ども等が相談しやすい環

境づくりを進めます。 

 

市町との継続した定期協議を実施し、要保護児童対策地域協議会

の運営強化のためのアドバイザー派遣等を行うとともに、市町職員を対

象とした研修の充実を図ります。 

 

施設等入所中から退所後まで一貫した相談支援体制の充実など、

関係機関と連携し、社会的養護経験者への切れ目のない支援に取り

組みます。 

 

市町の待機児童解消の取組を支援し、保育人材の確保や保育環境

の整備等を進めることで、保育の質の向上や地域の実情に応じた保育

体制の強化を図ります。 

 

（２）高齢者の保健・福祉の向上および増進 

事業名 事業内容 

高齢者健康・生きがい

づくり支援事業 

 

 

 

地域支援事業県交付

金 

 

 

認知症地域生活安心サ

ポート事業 

 

 

 

 

地域包括ケア推進・支

援事業 

 

介護サービス基盤整備

補助金 

 

高齢者が健康で、生きがいをもって社会活動ができるよう、生活支援

コーディネーターおよび就労的活動支援コーディネーターを養成する研

修を実施するとともに、全国健康福祉祭（ねんりんピック）に三重県選

手団を派遣します。 

 

地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の

１２．５％、包括的支援事業および任意事業に要する費用の１９．２５％を

県が負担します。 

 

認知症サポーターの養成を行うとともに、その活動の促進に向け、サ

ポーターを組織化して認知症の人や家族への支援につなげる仕組み

（チームオレンジ）の構築に取り組む市町を支援します。また、市町にお

ける成年後見制度の利用促進に係る中核機関の設置の取組を促進す

るため、アドバイザーの派遣、研修会・報告会の開催に取り組みます。 

 

地域包括支援センターの機能強化や介護予防・自立支援の取組の

推進に向け、研修や地域ケア会議へのアドバイザー派遣等を行います。 

 

施設サービスを必要とする高齢者が、できるだけ円滑に入所できるよ

う、特別養護老人ホーム等の整備を支援します。 
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介護保険サービス事業

者・施設指定事業 

 

 

 

 

福祉・介護人材確保対

策事業 

 

 

 

 

外国人介護人材確保

対策事業 

 

利用者が、希望する介護サービスを受けることができるよう、指定居

宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者および介護保険施

設の指定（許可）等を行います。 

また、利用者が利用者本位の介護サービスを受けることができるよ

う、指定介護保険サービス事業者に対し助言・指導等を行います。 

 

若い世代に対し、福祉・介護の魅力を発信するとともに、離職者等に

対する介護職員初任者研修を開催します。また、小規模事業所等の人

材確保と定着を支援するため、アドバイザー派遣等を実施します。さら

に、介護助手等普及推進員を配置し、介護助手希望者と介護保険事

業所・施設等とのマッチング支援を行います。 

 

外国人技能実習生等を対象とした介護技術の向上を図るための集

合研修を行うとともに、外国人留学生の就労予定先の介護保険事業

所・施設等が実施する奨学金制度を支援します。また、県内の介護施設

等で就労を希望する外国人介護人材と受入れ希望施設等とのマッチ

ングを支援するとともに、外国人介護職員とのコミュニケーション支援

や、介護福祉士の資格取得のための学習支援等の取組を支援します。

さらに、外国人介護人材の有望な送出国との関係構築に向けて、本県

での就労をＰＲする現地セミナーの開催等に取り組みます。 

 

（３）障がい者の保健・福祉の向上および自立と共生の促進 

事業名 事業内容 

障がい者相談支援体制

強化事業 

 

 

市町地域生活支援事

業補助金 

 

 

障がい者の地域移行受

け皿整備事業 

 

 

障がい者就労支援事業 

 

 

 

 

各障害保健福祉圏域において、就業・生活相談を実施するとともに、

県内全域を対象として自閉症・発達障がい、高次脳機能障がい等に関

する専門性の高い相談事業を行います。 

 

障がい児（者）の自立した生活を支援するため、市町が実施する障

がい者や障がい児の保護者等からの相談支援事業、手話通訳者の派

遣等を行う事業、障がい者等の移動を支援する事業等を支援します。 

 

障がい者の地域生活を支援するため、グループホームや就労定着支

援、障がい者支援の拠点となる日中活動の場等の整備促進に取り組

みます。 

 

福祉事業所への受注の仲介、販路開拓等を行う共同受注窓口の取

組を支援するとともに、福祉事業所の経営改善等への支援を行うなど、

障がい者の工賃等の向上を図り、地域における自立した生活の実現に

取り組みます。 
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障がい者社会参加促進

事業 

 

ノーマライゼーションの理念の実現に向けて、さまざまな障がいのあ

る人が地域の中で生活できるよう、また、生活の質的向上が図れるよ

う、生活訓練、情報支援、レクリエーション支援、普及啓発等の事業を総

合的に実施することにより、障がい者に対する県民の理解を深め、誰も

が明るく暮らせる社会づくりを促進します。 
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８ 医療の確保 

（１）医療分野の人材確保 

事業名 事業内容 

医師確保対策事業 

 

 

 

 

医師等キャリア形成支

援事業 

 

 

 

 

 

 

自治医科大学事業 

 

 

 

 

ナースセンター事業 

 

 

 

看護職員確保対策事

業 

医師の不足・偏在の解消を図るため、医師修学資金貸与制度の運

用等により医師の確保に努めるとともに、高校生等を対象に地域医療

の魅力を伝える機会を提供するなど、将来の地域医療を担う医師の確

保・育成に取り組みます。 

 

「三重県医師確保計画」に基づき、医師の偏在解消を図るため、三

重県地域医療支援センターにおいて、地域枠医師をはじめとした医師

修学資金貸与者等に対するキャリア支援や医師不足地域への医師派

遣調整等に取り組みます。また、三重県地域医療研修センターにおい

て、医学生・研修医に対して地域医療に関する実践的な研修を提供す

ることで、将来、県内で地域医療に従事する医師の育成に取り組みま

す。 

 

へき地に勤務する医師を養成するために設置された自治医科大学

の運営費を負担するとともに、自治医科大学を卒業した医師をへき地

の病院・診療所に配置します。また、キャリアサポート制度の運用により

県内定着を促進します。 

 

臨床現場から離れている潜在看護職員に対して、無料就業あっせん

による再就業支援を行うとともに、看護の魅力の普及啓発を通じて、医

療機関等の看護職員不足の解消を図ります。 

 

看護職員の人材確保のための修学資金貸与、資質向上に向けた研

修の実施に取り組みます。 

 

（２）へき地医療対策 

事業名 事業内容 

地域医療対策事業 

 

 

 

 

救急・へき地医療施設

設備整備費補助金 

 

 

へき地医療を確保するため、代診医の派遣調整を行うへき地医療支

援機構の運営を行うとともに、へき地医療拠点病院が実施する無医地

区等への巡回診療に係る経費や、へき地診療所の運営に対して支援し

ます。 

 

へき地診療所等の施設や医療機器の整備に要する経費について支

援を行い、へき地等における医療提供体制を整備します。また、へき地

におけるオンライン診療やICTを活用した診療支援の仕組みの導入を

進める市町等を支援します。 
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三次救急医療体制強

化推進事業 

 

地域口腔ケアステーシ

ョン機能充実事業 

 

重症患者の救急医療体制を確保するため、救命救急センターの運

営、ドクターヘリの運航に必要な経費を支援します。 

 

通院が困難な県民が、適切に口腔ケアや歯科治療を受けることがで

きるよう、地域口腔ケアステーションと関係者等が連携して歯科保健医

療を提供します。 
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９ 教育の振興 

（１）学校教育の充実 

事業名 事業内容 

過疎地域の子どもたち

に対する支援 

 

 

 

 

 

 

GIGAスクール構想支

援体制整備事業【再

掲】 

公立学校情報機器整

備基金【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴを活用した子ども

一人ひとりの学びのつ

まずき克服事業 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの心身の健やかな成長に資するため、公益財団法人みずほ教

育福祉財団より、全国のへき地や複式学級を有する小・中学校等に対

し、運動具ならびに児童図書の寄贈を通じた教育設備助成事業を実施

します。 

へき地における遠距離通学の負担軽減に向けて、国の補助金等に係

る情報提供を行うとともに、補助対象児童生徒の通学距離条件の緩和

や補助対象期間の延長について、国へ要望していきます。 

 

各県立学校において、情報教育を一層充実させるとともに、情報機

器を活用した学びの質の維持・向上を図ることにより、新しい時代に必

要とされる生徒の資質・能力の伸長を図り、社会の変化に対応できる

人づくりを推進します。 

高校生が希望する進路を実現できるよう、地域にある唯一の高校や

小規模校等を対象に、ＩＣＴを活用して多様で専門性の高い教科・科目

の授業を遠隔で配信していく予定です。令和７年度から令和８年度に

かけては、県総合教育センター内への遠隔授業配信センターの整備や

先進自治体の取組についての調査・研究および県立学校へのテスト配

信等の準備を進め、令和９年度からは本格的に遠隔授業の配信に取り

組みます。 

また公立小中学校においても、１人１台端末、電子黒板等の大型提

示装置や無線LAN環境の整備等、ICT環境整備に関する市町の取組

を支援します。さらに、１人１台端末等を用いた効果的な指導方法の充

実を図るため、先進校視察やICT活用研修を実施することで、学校に

おけるICTの効果的な活用を進め、「個別最適な学び」と「協働的な学

び」を一体的に充実させた、主体的・対話的で深い学びの実現をめざ

します。 

 

みえスタディ・チェックをＣＢＴ（Computer Based Testing、児童生

徒が１人１台端末を用いて解答する調査方法）で実施します。児童生徒

は解答後すぐに正解・不正解を確認し、正解の場合はさらに難しい問題

を、不正解の場合は学習内容を遡った問題を学習端末に提供すること

で、一人ひとりの定着度に合わせた学習ができるようにします。 

みえスタディ・チェックの実施にあわせて、学習や生活等に係る質問

紙調査を実施し、その結果を分析して、早い段階から、課題の改善に向

けて市町や学校の状況に応じた支援を行い、学習習慣等の確立につな

げます。 
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地域と学校の連携・協

働体制構築事業 

 

学校と保護者・地域の方々が、目標やビジョンを共有し、一体となった

教育活動が進められ、子どもたちの学びと育ちを地域全体で支える体

制を整えます。 

「地域学校協働活動推進のためのコーディネーター養成講座」「フォ

ローアップ講座」「次世代の家庭・学校・地域創生フォーラム」を開催

し、学校と連携・協働して、より多くの地域住民や団体等が子どもたちの

学びや成長を応援する活動に参画するための基盤を整備していきま

す。 

 

（２）公立小中学校の統合整備等教育施設の整備 

事業名 事業内容 

国庫補助活用に係る市

町等への支援 

 

 

子どもと本をつなぐ環

境整備促進事業 

 

 

 

GIGAスクール構想支

援体制整備事業 

公立学校情報機器整

備基金 

 

廃校施設の活用に係る

市町等への支援 

 

市町等が地域の実情に応じた施設・設備の整備を円滑に進められ

るよう、国に対して財政支援制度の拡充を要望するとともに、市町等に

対して国庫補助活用に係る情報提供・助言を行います。 

 

「第四次三重県子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書

活動の推進が家庭、地域、学校等を通じた地域社会全体で取り組まれ

るよう、子どもの読書への関心を高め、子どもの読書環境の整備および

機会の充実を図ります。 

 

子どもたちにとってより効果的な学びの実現をめざし、１人１台端末、

無線LAN環境の整備等、ICT環境整備に関する市町の取組を支援し

ます。 

 

 

有効活用を希望する廃校施設情報の文部科学省ホームページへの

掲載や、同省主催の廃校活用推進イベントへの参加案内等について、

市町等へ情報提供を行います。 

 

（３）体育施設、社会教育施設等の整備と活用 

事業名 事業内容 

県立学校体育施設開

放事業 

 

社会教育推進体制整

備事業 

 

県民がスポーツに親しめるようにするとともに、地域コミュニティの活

性化に向け、県立学校の体育施設を開放します。 

 

社会教育の振興および公民館等の社会教育施設の活用の促進を

図るため、市町における社会教育委員や社会教育担当職員等を対象

に「地域力活性化促進講習」や「各市町公民館等担当者会議」を実施

し、研修や情報交換を行います。また、地域課題の解決に資する人材育

成のために「コーディネーター養成講座」や「フォローアップ講座」を実
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施し、学習機会の提供や住民の主体的な学びを地域の活性化につな

げるコーディネート機能を高めます。 

 

（４）郷土教育等の推進 

事業名 事業内容 

郷土を題材とした学習

活動推進事業 

 

 

 

郷土について誇りと愛着を感じ、将来地域で活躍する意欲と態度を

身につけることができるよう、小中学生が学校や地域の課題について

地域を学びの場とし、調査活動等、他者と協働しながら解決策を考え、

提案する学習活動を支援するとともに、その成果を発表する実践発表

会を実施します。 
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10 集落の整備 

（１）集落の再編整備および維持・活性化の取組 

事業名 事業内容 

地域活性化支援事業 

 

 

 

集落支援員を中心とし

た取組への支援 

 

 

 

 

地域における移動手段

の確保に向けた総合対

策事業【再掲】 

 

 

 

国補公共事業（県営中

山間地域総合整備事

業）【再掲】 

 

 

地域おこし協力隊サポ

ート事業【再掲】 

 

 

 

移住者を受け入れる態

勢の充実支援事業【再

掲】 

 

 

 

多様な人材が集う「賑

わい」の維持・創出事業

【再掲】 

 

過疎地域等条件不利地域において、魅力と活力ある地域づくりを推

進するため、市町が行う住民の身近な生活課題の解決や地域の特色

を生かした活性化のための新たな取組に対して支援します。 

 

過疎地域等の集落において、市町が集落支援員を中心とした集落

の維持・活性化に向けた取組を効果的に進めることができるよう、助言

や支援を行います。また、必要に応じて過疎地域等政策支援員を設置

するなどし、集落の整備をはじめとする市町の各種施策の企画立案、助

言等の支援を行います。 

 

地域における高齢者や若者等の移動手段の確保を図るため、市町

の効果的な交通施策立案に向けた伴走型支援を行うとともに、地域の

実情に応じて市町が交通空白地等で実施するデマンド交通や公共ライ

ドシェア等の新たな移動サービスの導入を調査から実証、定着まで切

れ目なく支援します。 

 

自然的、社会的、経済的諸条件に恵まれない中山間地域における農

業・農村の活性化を図るため、地域の特性に応じた生産および生活環

境の基盤を総合的に整備し、地域の立地条件に適応した活力ある農

業の確立と快適で住みよい農村づくりを行います。 

 

都市地域から過疎地域等の条件不利地域へ移り住み、一定期間、

地域協力活動を行う地域おこし協力隊の将来的な定住・定着の促進

に向けて、隊員や隊員受入市町への研修等の開催によるサポートを展

開します。 

 

県と市町の連携を深め、移住希望者のニーズや移住促進に向けた

課題や効果的な手法等について情報共有する担当者会議や研修会を

実施します。また、東京２３区の在住者または東京圏在住で２３区への

通勤者で、三重県に移住・就職した人等を対象に、市町と連携して移

住支援金を支給します。 

 

農林水産業の作業体験等をきっかけにした、地域の魅力や課題を知

る機会を提供し、関係人口の創出につなげます。 

また、地域で活躍する人の取組を共有する機会を創出するなど、地

域や世代の垣根を超えたネットワークづくりに取り組みます。 
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11 地域文化の振興等 

（１）多様な文化的所産の保存および活用 

事業名 事業内容 

文化財保存管理事業 

 

 

 

 

地域文化財総合活性

化事業 

 

東紀州地域活性化推

進事業 

 

 

 

三重の祭り魅力発見・

体感事業 

 

三重県内の貴重な文化財を調査し、文化財保護審議会の審議を通

じて、指定等の適切な保存措置を講じるとともに、文化財についての情

報発信を行います。また、指定されている文化財が適切に保存されるよ

う巡視を行います。 

 

国・県指定等文化財の所有者等が行う修復等の保存事業に対して、

必要な経費についての支援を行います。 

 

熊野古道の関係者が一堂に会して意見交換等を行う「熊野古道協

働会議」を開催し、地域一体となって古道の保全と活用に向けて取り組

むほか、「持続可能な保全体制づくり」分科会において、伊勢路全体で

の持続可能な保全の仕組み構築について検討を進めます。 

 

継承が困難な祭り等の無形民俗文化財についての映像記録を作成

し、ホームページやＳＮＳなどで情報発信を行います。また、無形民俗文

化財の魅力を伝える講演会やイベントを開催することで、若い世代への

関心を高めます。 

 

（２）地域文化の振興 

事業名 事業内容 

文化創造活動支援事

業 

 

 

 

地域文化財総合活性

化事業 

 

総合博物館展示等事

業（アウトリーチ活動・

調査研究・資料収集管

理・交流創造活動・展

示企画運用） 

 

 

 

県内全域で多様で自立的な活動が継続して実施される状態を創出

するため、芸術文化のほか、地域や生活に関わる文化なども含めた幅

広い文化事業について、県のホームページやSNSを通じた情報発信等

の支援を行います。 

 

国・県指定等文化財の公開活用や普及啓発事業等に対して、必要

な経費についての支援を行います。 

 

地域の自然、歴史的・文化的資産の掘り起こし、再評価につながる、

フィールドワークや文化財調査など、調査・研究活動を行い、その成果を

展示や報告書等を通して地域に還元するとともに、地域の自然・歴史・

文化を学ぶ機会として、学芸員講座などのアウトリーチ活動を行いま

す。 

文化財等の保存、自然関係の保全等に関する指導・助言など、専門

分野を生かした協力支援活動を行うとともに、出前授業や探究的学習

支援など、県内の学校と連携を図ります。 
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三重県図書館資料活

用事業費および学びの

拠点活用支援事業 

「県立図書館運営計画」（令和7年度～令和10年度）に基づき、県

立図書館として県内図書館のネットワークを支え、全ての県民に図書館

サービスを提供します。 
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12 再生可能エネルギーの利用の推進 

（１）再生可能エネルギーの利用の推進 

事業名 事業内容 

新エネルギー導入促進

事業 

 

「三重県新エネルギービジョン」に基づき、多様な主体の協創による、

新エネルギーの導入促進、省エネの推進、創エネ・蓄エネ・省エネ技術

を活用したまちづくり、環境・エネルギー関連産業の振興等に取り組み

ます。また、太陽光発電事業者に保守点検の重要性を理解してもらい、

適切な保守管理を促すこと、および太陽光発電設備の保守点検を行う

ことができる事業者の育成を目的とした研修を実施します。 
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13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１）脱炭素化および自然環境の保全と再生 

事業名 事業内容 

脱炭素社会推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

野生生物保護事業 

 

脱炭素社会の実現に向け、県民、事業者、市町等のさまざまな主体と

連携し、国が進める省エネ家電、次世代自動車、省エネ住宅、自家消費

型太陽光発電施設の導入促進、再配達防止等の「脱炭素につながる

豊かな暮らしを創る国民運動（デコ活）」の県内での展開を図り、その

定着を促進します。 

また、市町等における地球温暖化対策の取組を促進するとともに、脱

炭素に率先して取り組む市町や事業者への取組支援等を通して、地域

脱炭素社会づくりの取組を推進します。 

 

生物多様性の保全を進めるため、希少性の高い野生生物について

生息状況の把握、保全活動を行うほか、開発等の人為的な影響との調

整を図るとともに、自然環境保全指導員を配置します。また、生物多様

性の保全を推進し、生態系ネットワークの形成に必要な自然共生サイト

の拡大を促進するため、その保全活動や普及啓発に取り組みます。さら

に、野生生物の保護や外来生物対策に係る普及啓発等を行うととも

に、野鳥の鳥インフルエンザに係る調査を実施し、関係機関との情報共

有に努めます。 

 

（２）スポーツの推進 

事業名 事業内容 

地域スポーツ推進事業 

 

 

 

地域スポーツイベント開

催事業 

 

レガシーを活用したみえ

のスポーツ支援事業 

 

 

 

 

 

障がい者スポーツ推進

事業 

スポーツ推進月間を設定し、スポーツを「する」「みる」「支える」ため

の機運の醸成を図り、成人の運動・スポーツ実施率の向上をめざしま

す。 

 

各競技団体等と連携して、より多くの県民の皆さんにスポーツ・レクリ

エーションの機会を提供できるよう取り組みます。 

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催に向けて積み上げたレ

ガシー（競技施設、競技役員・ボランティア・選手などの人材等）の活用

により、スポーツの振興や地域の活性化を図ります。また、大規模大会

等の誘致・開催とあわせて各種スポーツ教室などの競技普及などを支

援することにより、スポーツを軸にした交流と活気にあふれる人づくり、

まちづくりにつなげます。 

 

障がいのある人への運動・スポーツの機会の提供や、障がい者スポ

ーツを支える人材の育成など、障がい者スポーツの裾野の拡大に取り
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 組みます。 

 

（３）連携・協働による地域づくり 

事業名 事業内容 

地域づくり調整事業 

 

 

 

南部地域活性化推進

事業（総合調整事業） 

 

南部地域活性化基金

支援事業 

 

 

 

持続可能な地域コミュ

ニティづくり推進事業 

 

 

「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」の取組等により、住民に

最も身近な自治体である市町との連携を強化して、市町や地域の実情

に応じた地域づくりの支援等に取り組みます。 

 

南部地域活性化推進協議会において、各種取組の進捗状況の共有

や基金を活用した事業の検討・協議を行います。 

 

南部地域活性化基金を活用し、南部地域の複数市町が連携して取

り組む、若者の定着・人口還流に向けた事業、地域産業の活力向上に

向けた事業または賑わいのある南部地域に向けた事業等を支援しま

す。 

 

「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」の仕組みを活用し、住民

が主体となった地域コミュニティづくりがより多くの地域に広がるよう取

り組むとともに、若者の力を地域コミュニティの活性化に生かすための

取組を進めます。 

 

 

  

 


